
 

 

高齢者施設における職員派遣に関する取扱い要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、県内の高齢者施設（入所系）において新型コロナウイルス感染症が発生した場合

に、当該施設に他施設より職員を派遣する際の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

（１）感染症 新型コロナウイルス感染症をいう。 

（２）高齢者施設（入所系）（以下「高齢者施設等」という。） 次に掲げる施設であって、県内に開

設されたものをいう。 

ア 介護保険法で規定する介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設並びに介護老人保健

施設 

イ 老人福祉法で規定する養護老人ホーム及び軽費老人ホーム 

ウ その他入所系施設（サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、認知症グループホーム、

介護医療院） 

（３）感染症発生施設 新型コロナウイルス感染症が発生し、介護職員等の派遣を要請した施設等をい

う。 

（４）派遣施設 新型コロナウイルス感染症が発生した施設に介護職員等を派遣する（した）施設をい

う。 

（５）派遣協力登録施設 新型コロナウイルス感染症が発生した施設に、介護職員等の派遣が可能であ

ると登録された施設をいう。 

（派遣協力登録施設名簿） 

第３条 島根県健康福祉部高齢者福祉課（以下「県」という。）は、新型コロナウイルス感染症の発生

に備え、感染症発生施設に職員の派遣協力が可能な施設を募り、「派遣協力登録施設名簿」を作成

するものとする。 

（派遣の依頼） 

第４条 高齢者施設等の開設者は、施設の職員又は入所者が感染症にかかり、自らが開設するほかの施

設の職員の配置換え等の措置を講じても、介護保険サービスの継続が困難と考えるとき等は、県に

介護職員等の派遣について依頼することができる。 

（派遣の調整依頼） 

第５条 県は、前条の規定による派遣の依頼を受けたときは、社会福祉法人島根県社会福祉協議会（以

下「島根県社会福祉協議会」という。）に派遣の調整を依頼するものとする。（別紙様式１） 



 

 

 

（派遣職員の調整と選定） 

第６条 島根県社会福祉協議会は、前条の規定による依頼を受けたときは、第3 条の「派遣協力登録施

設名簿」の中から、感染症発生施設が開設された地域等を考慮し、派遣施設を調整するものとす

る。 

（調整結果の通知） 

第７条 島根県社会福祉協議会は、前条の規定により調整した結果について、必要な事項を県に通知す

るものとする。（別紙様式２） 

（派遣の決定） 

第８条 県は、前条の規定による通知を受けたときは、職員の派遣を決定し、派遣を承諾した施設の開

設者（以下「派遣元」という。）及び感染症発生施設の開設者（以下「派遣先」という。）に対し 

て派遣を決定した旨その他必要な事項を通知するものとする。（別紙様式３） 

（傷害補償） 

第９条 県は、派遣職員（派遣元から派遣先に派遣される介護職員等をいう。）が新型コロナウイルス

感染症に感染した場合に備え傷害保険へ加入するものとする。 

（２）島根県社会福祉協議会は、加入する傷害保険の内容について派遣元に説明を行う。 

（３）派遣元は派遣業務が終了した際、速やかに県に派遣職員に係る受入報告書を提出するものとす

る。（別紙様式４） 

（派遣協定） 

第10条 派遣元と派遣先は、派遣協定書（別紙様式５）の例により派遣協定を締結するものとする。 

（職員の派遣） 

第11条 派遣元は、前条に規定する派遣協定に従い、感染症発生施設に職員を派遣するものとする。 

（定めのない事項） 

第12条 この要綱に定めのない事項は、高齢者福祉課⾧が別に定める。 

付則 

この要綱は、令和2年９月１日から施行する。 

付則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

ただし、令和４年度にあっては第９条各項に定める傷害保険の加入等については県が保険会社と保

険契約締結後、保険料の払込日をもって施行するものとする。 


